
令和7年3月31日まで

　　　　　　　　　　

精算機

駐車場の利用の流れ（新旧対照）

入庫時に受付への駐車場利用者申告はカード形式になります。
従来の利用者証の交付、車両への掲示が不要になり、代りにお帰り
の際に、担当者の確認を受けた申告カードと駐車場利用券を引換交
付する方式に変わります。

令和7年4月1日から

　　　  入庫

利用者証を
車両に掲示

施設利用

　入庫

施設利用後、申告
カードに担当者確認
を受けてください。

※申告カードは、各施設の担当者の確
認を受け、お帰りの際に北側窓口にて利
用者駐車券と引き換えになります。
※活動室等を利用の場合は南側受付で
確認を受け、北側受付で利用者駐車券
と引き換えになります。

利用者駐車券なし

駐車場利用受付窓口

利用者申告先

※子ども発達センター、上平井保育園は各施設
へ(この2施設は申告カードは不要です。)

　　駐車場利用者
　　申告カード作成

　    退館時に北側受付で申告カードと
　　　     利用者駐車券を引換

精算機

利用者駐車券あり

※地域活動センター、子ども未来プラザ、保健
センターをご利用の場合は北側入口受付へ

【施設利用者】
駐車時間30分まで無料

以降30分／100円

【目的外利用者】
駐車時間30分まで600円

以降30分／600円

利用者駐車券の挿入

料金表示

　　　　 出庫
　　　　　　　　 出庫

ロック板に注意！入庫後6分、精算後10分で作動します。

料金表示

利用者証交付

利用者証返却

駐車時間30分まで

無料

以降30分／100円


